
 
 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
外
国
製
造
事
業
者
の
指
定
の
効
力
を
失
っ

た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
、
同
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。 
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,
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n
e
s
 
6
0
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4
 

指
定
の
効
力
が
失
効
し
た
工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所

在
地 


